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目　次
みんなのくらしと税金
（区の歳出１万円の使いみち／申告から納税まで）

Ⅰ　いちばん身近な住民税
1　住民税ってなに？　
2　区で扱っている税金は
3　こんなときはこちらへ（お問い合せ先）

Ⅱ　住民税
　1　どうやって申告するの？
2　住民税の計算は
3　どうやって納めるの？　

Ⅲ　軽自動車税
1　軽自動車税環境性能割
2　軽自動車税種別割
3　軽自動車税の申告（登録・廃車）

Ⅳ　特別区たばこ税

Ⅴ　不服申立て

Ⅵ　税の証明書
1　区役所で発行する税証明書　
2　税証明書が必要になったら

中学生の税についての作文

この冊子は、令和7年1月31日現在の法令に基づいて作成しています。

課税について
＊　亡くなった方に対する課税は

申告について
＊　2か所以上からの給与があるときは
＊　給与天引きと個人納付の併用は
＊　税金が他の区より高いのでは
＊　医療費が10万円未満の場合は
＊　扶養に入るとは

納税について
＊　キャッシュレス決済の納付方法は
＊　口座振替中止の手続方法は
＊　バーコードのエラー
＊　納めすぎた税金は
＊　中野区から引っ越したら、どこに
　　納税するの
＊　納めたのに督促状が

原動機付自転車（オートバイ）について
＊　盗難にあったときは
＊　ナンバープレートを紛失・破損したときは
＊　引っ越しをするときは
＊　譲渡するときは
＊　国外へ転出するときは
＊　中野区内で購入したたばこの税金は

税証明について
＊　所得証明書は区役所で取れますか
＊　税証明書は代理で取れますか
＊　申告していない場合の税証明書は
＊　引っ越した場合、税証明書はどこの
　　区役所で取れますか
＊　納税してすぐに証明書は取れますか

Ｑ＆Ａ　≪よくあるご質問≫



1,987億円

2,040億円

一般
会計 歳入

一般
会計 （目的別）歳出

地方消費税交付金等
107億円（5.2％）

国・都支出金
531億円（26.0％）

特別区交付金
473億円（23.2％）

　　　　特別区税
384億円（18.8％）
特別区民税、特別区たばこ税、
軽自動車税の３税

その他
323億円（15.8％）

特別区債
222億円（10.9％）

の使いみち

子ども教育費
601億円（30.2％）

総務費
298億円（15.0％）

都市基盤費
80億円（4.0％）

区民費
137億円（6.9％）

☆歳出決算額1,987億円を１万円に換算するとこうなります（目的別）

まちづくり推進費
146億円（7.4％）

環境費
56億円（2.8％）

地域支えあい推進費
86億円（4.3％）

議会費
10億円（0.5％）
公債費

14億円（0.7％）

企画費
8億円（0.4％）

その他
200億円（10.1％）

健康福祉費
350億円（17.6％）

① 万円

　区は、保健・福祉・防災・教育など、区民のみなさまのくらしに身近で、しかも個人ではできないような、地域社会に
共通する仕事を行っています。そのためにかかる費用の多くは、税金として区民のみなさまに分担していただくこと
になります。　
　中野区の令和5年度決算の一般会計歳入は約2,040億円。このうち、特別区税は約384億円で、およそ18.8％を
占めています。また、同一般会計歳出の総額を１万円に換算した場合の主な使いみちは、次の図のとおりです。
※数値は表示単位未満で四捨五入しています。このため、表示された数値から算出する値と、合計値等が異なる場
合があります。

みんなのくらしと税金

議会費
議会の活動、議会中
継などに

環境費

子ども教育費
子育て支援や保育園・
幼稚園、小・中学校、
図書館の運営などに

地球温暖化防止対
策、清掃事業やリサ
イクルの推進、環境
衛生などに

まちづくり推進費
中野駅周辺や西武新
宿線沿線のまちづく
り、防災まちづくりの
推進などに

3,024円

その他51円281円

736円

1,007円
財政調整基金や減
債基金への積立の
ためなどに

公債費 72円
区債の返済に
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基金 積立

○
○
委
員
会

○
○
委
員
会

○
○
委
員
会

区民費 690円
戸籍・住民基本台帳
に関する事務、国民
健康保険・区税に関
する事務、産業振興、
文化振興などに

企画費
中野区の政策の企画・
調整、区報発行などに

39円都市基盤費 403円
道路・河川の整備、
公園の整備や建築
確認・審査などに

総務費
区役所新庁舎整備、
区役所庁舎の維持
管理、災害対策の
強化・推進、庁内シ
ステムの維持管理
などに

1,499円健康福祉費 1,763円
保健所の仕事や区
民健診、障害のある
方への援助、生活保
護、スポーツ施設の
運営などに

地域支えあい推進費
地域活動や高齢者へ
の支援、すこやか福
祉センターや区民活
動センターの運営な
どに

434円



申告から納税　　までのながれ
普通徴収（個人で納める方法）

①  所得税の確定申告（納税）

特別徴収（給与天引きで納める方法）

２月16日～３月15日に申告
（令和7年は2月17日～3月17日）

（確定申告をしない方が行います）
２月16日～３月15日に申告

（令和7年は2月17日～3月17日）

６月上旬に本人あてに発送

納
付（
入
）

いずれかを行います

自営業の方など

お勤めの方など確
定
申
告
書
の
写
し

①  住民税の申告

②  納税通知書

③  納付

（原則として６・８・10月と翌年１月の末日）

※納付方法について詳しくは26頁を

ご覧ください。

区役所

１ 所得税の確定申告

医療費控除など確定申告をする
必要のある方のみが行います

１月末日までに提出

そ
の
年
の
６
月
〜
翌
年
の

５
月
の
給
与
か
ら
天
引
き

５
月
末
日
ま
で
に

本
人
に
渡
す

５月中旬に会社あてに通知

金融機関
など

勤務先

税務署

１ 給与支払報告書

３
税
額
通
知
書

４
給
与
か
ら
税
額
相
当
分
を
天
引
き

２ 税額通知書

５ 納入
（各月分を翌月10日までに）

ＢＡＮＫ
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年金所得の分は、年金保険者（日本年金機
構など）が年金支払の際住民税を差し引い
て（天引き）納めます。
（6頁、26頁をご覧ください）



年金特別徴収
　　（公的年金から天引きで納める方法）

年金特別徴収者の依頼・決定

65歳以上の年金受給者の方

区役所 日本年金機構
各共済組合

１ 公的年金等支払報告書
　１月末日までに提出

２ 税額決定納税通知書
　６月上旬に本人あてに発送

４ 納　入
　（各支払月の翌月10日までに）

３ 公的年金から税額
　 相当分を天引き
　　年金支払月（偶数月）に
　　天引き

ー 6 ー



Ⅰ　いちばん身近な住民税

　住民税は、中野区民のみなさまのくらしにかかわる仕事の費用を、所得に応じて分担していた
だく税金です。みなさまが中野区民として暮らしていくための会費であるといえます。
　住民税は、特別区民税と都民税を合わせたもので、毎年1月1日現在、区内にお住まいの方に
課税されます。所得税と違い、前年の所得金額に対して翌年度に課税されます。また年の途中で
中野区から転出した方も、その年度の住民税は中野区で課税されます。
 
（1）　所得割と均等割

特別区民税・都民税は、それぞれ次の2種類の税金で構成されています。
①　所得割…前年中の所得金額に応じて負担する税金
②　均等割…すべての納税者が均等の額によって負担する税金

※1　令和６年度から、住民税の均等割とあわせて、森林環境税（国税。年額1,000円）が課税・
徴収されるようになりました。　森林環境税（国税）については、以下のホームページを検
索、ご覧ください。

※2　東日本大震災を踏まえて中野区や東京都が実施する防災のための施策に必要な財源を
確保するため、平成２６年度から令和５年度までの１０年間、特別区民税及び都民税の均等
割税率にそれぞれ５００円の加算がありました。

　住民税は、所得金額や扶養人数などにより、課税されない場合があります。（２４頁参照）
　区内に住所がなくても、区内に事務所や事業所、家屋敷をお持ちの方には、均等割が課税さ
れます。
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1　住民税ってなに？

3,000円
1,000円

平成25年度まで
平成26年度から
　　　令和5年度

令和6年度から

3,500円
1,500円

3,０00円
1,０00円

特別区民税均等割額
都民税均等割額

◆亡くなった方に対する課税は？

Ｑ：夫が昨年10月に亡くなりました。昨
年中の夫の所得に対して住民税は課
税されるのでしょうか？

Ａ：昨年中に亡くなった方に対しては、今年
度の住民税は課税されません。1月2日以
降に死亡された場合は納税義務があり、
相続人の方が納税の義務を負うことにな
ります。

林野庁　森林環境税 総務省　森林環境税



2　区で扱っている税金は

　区は、特別区民税・都民税（個人住民税）、軽自動車税、特別区たばこ税を扱っています。その
ため、この冊子の中では、「住民税」とは「個人住民税」のことを指します。
　また、特別区とは、東京23区をいいます。
◆　特別区民税・都民税（個人住民税） 中野区に区民が納める税金
◆　軽自動車税 原動機付自転車、ミニカー、オートバイ、軽自動車等の所

有者が納める税金
◆　特別区たばこ税 たばこ製造業者や卸売販売業者などが申告納付する税金
◆　他に鉱産税（鉱物の採掘業者が納める税金）、入湯税（鉱泉浴場に入浴した方が納める税

金）がありますが、令和7年1月1日現在、中野区では実績はありません。

3　こんなときはこちらへ（お問い合せ先）
（1）区税

◆　住民税の計算など→

◆　住民税の課税・納税証明書→

◆　住民税の納税など→

◆　住民税の口座振替→

◆　還付金、退職金にかかる住民税→

◆　軽自動車税など→

◆　特別区たばこ税→

　※いずれも区役所2階11番窓口です。

（2）国税

　　＜所得税、法人税、相続税などは…＞

（3）都税

　　＜固定資産税、不動産取得税などについて＞

　　＜事業税、事業所税について＞

　　＜自動車税について＞

　　＜自動音声案内サービス＞

 課税係（課税第一、課税第二） ☎03(3228)8913

☎03(3228)8917

 課税係（課税調整） ☎03(3228)8914

 納税係 ☎03(3228)8924

 収納係 ☎03(3228)8920

 収納係 ☎03(3228)8920

 諸税係 ☎03(3228)8908

 諸税係 ☎03(3228)8908

 中野税務署 ☎03(3387)8111

 中野都税事務所 ☎03(3386)1111

 新宿都税事務所 ☎03(3369)7151

 東京都自動車税コールセンター ☎03(3525)4066

 都税案内テレフォンサービス ☎03(5339)0294

※一般的なご相談は音声ガイダンスに従い「1」を選択

または国税相談専用ダイヤル☎0570-00-5901
詳しくは国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）
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（3）　無収入の方や収入が少なかった方の申告
　申告書は、税証明書、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金、老
齢福祉年金、保育料などの基礎資料となります。無収入の方、給与・年金以外の所得のあった
方などは申告がないと課税・非課税の決定ができませんので、3月17日までに区役所に住民税
の申告をしてください。申告をされないと税証明書を発行することができません。
　なお、収入が少なかった方で、源泉徴収された所得税の還付のため、税務署に確定申告書を
提出した方は、区役所への申告の必要はありません。

ー 10 ー

《参考》所得税の還付申告について
①年末調整で精算
　　お勤めの方の所得税は、毎月の給与や賞与の支給時に、一定の基準で天引きして納付されます。
このため、天引きされた税の1年間の合計額は、1年間の給与総額に対する年税額と一致していませ
ん。

　　そこで、1年間の給与総額が確定する12月に、その年に納めるべき税額を計算し、1月から天引き
してきた税額との差額について、納付または還付を受けることが必要です。この精算の手続きが「年
末調整」です｡この年末調整は、勤務先の事業者が行います。

②医療費控除などは還付申告で
　　医療費控除や雑損控除などは、年末調整では受けることができません。これらの控除がある方は、
所得税の確定申告（還付申告）によって還付を受けることになります。

　※1　給与所得者が年末調整を受けなかったとき等は、確定申告をすれば源泉徴収された所得税の
還付を受けられることがあります。

　※2　令和7年2月１7日から3月17日までの間は、中野税務署内で確定申告書の作成・相談はでき
ません。申告書作成会場は、中野セントラルパークサウス1階　中野セントラルパークカンファレ
ンスとなります。詳しくは中野税務署にお尋ねください。

Ｑ：私の住民税は給与から天引きされ
ています。令和6年中は給与以外に
も収入があるのですが、その分にか
かる住民税だけ会社を通さず個人
で納付することはできますか？

Ａ：確定申告書第二表に「給与・公的年金等以
外の所得に係る住民税の徴収方法」を選択
する欄がありますので、「自分で納付」を
選んでください。

　給与からの天引きとは別に、個人納付す
るための納税通知書をご自宅にお送りし
ます。

◆給与天引きと個人納付の併
　用は？



調整控除額の計算方法

住民税と所得税の人的控除額の例

次の①、②のいずれか小さい額の5％
①　人的控除額の差の合計額
②　住民税の課税所得額

次の③、④のいずれか大きい額の5％
③　人的控除額の差の合計額－（課税所得額－200万円）
④　5万円

200万円
以下

200万円超
2,500万円
以下

適用なし
2,500万円

超

課税所得
金額

基礎控除

配偶者控除

扶養控除

特定扶養控除

43万円

33万円

22万円

11万円

33万円

45万円

48万円

38万円

26万円

13万円

38万円

63万円

5万円

5万円

4万円

2万円

5万円

18万円

住 民 税 所 得 税 控 除 額 の 差

※合計所得金額2,400万円以下の場合 ※合計所得金額2,400万円以下の場合 ※合計所得金額2,400万円以下の場合

　住民税は、令和6年1月1日～令和6年12月31日の所得に対して、令和7年度に課税されます。
　一般的な計算方法は、次のとおりです。

　　　所得割の税率は、10％（特別区民税6％、都民税4％）です。
　　　住民税の具体的な計算方法については、25頁に示しました。
＊人的調整控除額とは
　　住民税と所得税の人的控除差について（調整控除）
　　住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があるため、同じ収入

金額でも、住民税の課税所得は所得税よりも多くなっています。このため、平成19年度に実
施された税源移譲により、住民税の税率を5％から10％に引き上げた場合、所得税の税率を
引き下げただけでは税負担が増えてしまうことになるので、税負担が増えないような調整措
置（調整控除）が住民税に設けられています。
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2　住民税の計算は

各所得の合計額－所得控除額の合計額 ＝課税標準額（Ａ)
課税標準額（Ａ）×税率（10％） ＝住民税算出所得割額（Ｂ)
住民税算出所得割額（Ｂ）－＊人的調整控除額 ＝住民税所得割額（Ｃ）
住民税所得割額（Ｃ）＋住民税均等割額 ＝住民税額（年税額）



◆税金が他の区より高いのでは？

Ｑ：中野区は他の区より住民税が高　
いのではないですか？

Ａ：中野区の住民税が他の区より高いと
　いうことはありません。
　　住民税は、前年の所得に応じて負
担する所得割額と、すべての納税者が
均等に負担する均等割額の合計額で
す。

　　所得割額、均等割額ともに全国共通
（標準税率）です。

Ⅱ　いちばん身近な住民税

　

※「中野区に引っ越して来たら税金が高くなった」とのお問い合せが時々ありますが、こうした場
合は、前々年に比べ前年の所得が増えたケースや、学生だったお子さんが就職して扶養からは
ずれた、医療費がかからなくなったなどにより控除額が少なくなったことによるケースが多いよ
うです。
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所 得 の 種 類 所得金額の算出方法

給 与 所 得

事 業 所 得

利 子 所 得

配 当 所 得

不動産所得

譲 渡 所 得

一 時 所 得

退 職 所 得

山 林 所 得

雑 所 得

給与、賃金など

公債、預貯金などの利子

株式や出資の配当など

地代、家賃など

退職金

事業をしている場合に生じる所得
（営業等所得・農業所得）

土地、建物、株など資産の譲渡による
所得

収入金額－資産の取得価格などの経費－特別控
除額

収入金額－必要経費－特別控除（限度額50万円）

収入金額－必要経費－特別控除（限度額50万円）

生命保険の満期受取金、懸賞当選金

山林を伐採、または立木のまま譲渡し
たことによる所得

公的年金、私的年金、1 から 9 のいず
れにも該当しない所得

給与収入－給与所得控除額（別表 1）

収入金額－必要経費

利子所得の金額

収入金額－負債利子

収入金額－必要経費

（収入金額ー退職所得控除額）×1/2※
※1/2 適用の有無は以下のとおり

①公的年金等収入ー公的年金等控除額（別表 2）
②①を除く雑所得の収入金額－必要経費

（1）　所得の種類 
　所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた残額をいいます。税法上、所得は次の10種類
あります。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

＊

＊　土地、建物などの不動産の譲渡は、他の所得と区分し、特別の税率を適用して税額を計算します。
　（分離課税）

従業員

法人
役員等

退職所得控除
後の金額

３００万円以下 1/2 適用あり

1/2 適用なし 1/2 適用あり

1/2 適用なし 1/2 適用あり

３００万円超

金額制限なし

勤続年数 5 年
以下

勤続年数 5 年
超



所得金額調整控除について
　　給与等の収入が850万円を超えて、次の（１）～（３）のいずれかの要件を満たす場合は次の

所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。
　（１）納税義務者が特別障害者に該当する。
　（２）22歳以下の扶養親族を有する。
　（３）特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する。

　　　所得金額調整控除額＝{給与の収入金額（上限1,000万円）ー850万円}×10％

(例) 給与収入が4,851,736円の場合
　ア　給与収入金額を4,000円で割り、小数点以下を切り捨てる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,851,736 ÷ 4,000 ＝ 1,212.934

　イ　端数整理後の給与収入金額を求める。  　4,000 × 1,212 ＝ 4,848,000
　ウ　イで求めた金額を給与収入Ａとし、次の計算式で給与所得を算出する。                                                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,848,000×80%－440,000＝ 3,438,400

ー 14 ー

別表1

550,999円以下
551,000～1,618,999円

1,619,000～1,619,999円
1,620,000～1,621,999円
1,622,000～1,623,999円
1,624,000～1,627,999円
1,628,000～1,799,999円
1,800,000～3,599,999円
3,600,000～6,599,999円
6,600,000～8,499,999円

8,500,000円以上

0円
Ａ－550,000円

1,069,000円
1,070,000円
1,072,000円
1,074,000円

Ａ×60%+100,000円
Ａ×70%－80,000円

Ａ×80%－440,000円
Ａ×90%－1,100,000円

Ａ－1,950,000円

給与収入から給与所得への換算表

給与収入(Ａ) 給与所得

※4,000円
単位で端数を
切り捨て。



公的年金等の収入(Ａ)
1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下 2,000万円超

公的年金控除後の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

3,300,000円以下
3,300,001～
4,100,000円
4,100,001～
7,700,000円
7,700,001～
10,000,000円
10,000,000円超
1,300,000円以下
1,300,001～
4,100,000円
4,100,001～
7,700,000円
7,700,001円～
10,000,000円
10,000,000円超

Ａ－1,１00,000円
Ａ×75%－ 
275,000円
Ａ×85%－  
685,000円
Ａ×95%－
1,455,000円
Ａ－1,955,000円
Ａ－600,000円
Ａ×75%－  
275,000円
Ａ×85%－  
685,000円
Ａ×95%－  
1,455,000円
A－1,955,000円

Ａ－1,000,000円
Ａ×75%－  
175,000円
Ａ×85%－  
585,000円
Ａ×95%－
1,355,000円
Ａ－1,855,000円
Ａ－500,000円
Ａ×75%－  
175,000円
Ａ×85%－  
585,000円
Ａ×95%－  
1,355,000円
A－1,855,000円

Ａ－900,000円
Ａ×75%－  
75,000円
Ａ×85%－  
485,000円
Ａ×95%－
1,255,000円
Ａ－1,755,000円
Ａ－400,000円
Ａ×75%－  
75,000円
Ａ×85%－ 
 485,000円
Ａ×95%－  
1,255,000円
A－1,755,000円

65
歳
以
上

65
歳
未
満

別表2
　　公的年金等控除額の算出方法は、受給者の年齢が65歳以上、未満で異なり、次の表のとお

りになっています。

　　　　　※令和7年度課税における65歳以上とは
　　　　　　　　　65歳以上＝昭和35年1月1日以前に生まれた方

　　　所得金額調整控除について
　給与所得及び公的年金等雑所得があり、その合計金額が10万円を超える場合、所得金
額の計算の際に、所得金額調整控除として給与所得の金額から差し引きます。

　　　　所得金額調整控除額＝｛給与所得（上限10万円）＋公的年金等雑所得（上限10万円）｝－10万円

（2）　所得控除の種類
　住民税や所得税のように、個人の所得を課税対象にしている税金には、納税者個々の実情に応
じた税負担を求めるために収入金額から必要経費を差し引いた後、さらに一定の金額を控除する

「所得控除」の制度があります。

ー 15 ー



5 地震保険料控除

前年中に支払った地震保険料の1/2（限度額 25,000円）
前年中に支払った旧長期損害保険料の額（支払った額が5,001円以上の場合は、
支払った額×1/2＋2,500円。限度額 10,000円）
上記の両方ある場合は、合わせて25,000円を限度とします。
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社会保険料控除

生命保険料控除

小規模企業共済
等 掛 金 控 除

4

2

3

生命保険料控除額は、次の(1)～(3)の控除額の合計額（限度額70,000円）
　「新契約」 …… 平成24年1月1日以後に締結した契約
　「旧契約」 …… 平成23年12月31日以前に締結した契約

(1)　前年中に一
般の生命保険料
を支払った場合

(2)　前年中に介
護医療保険料を
支払った場合

(3) 前年中に個人
年金保険料を支
払った場合

ア　新契約に
係るもの 控除額の計算方法は、以下の表Ａのとおり

イ　旧契約に
係るもの

新契約に係る
もの

　新契約と旧契約の両方ある場合の控除額は、次のいずれかを選
択することができます。
・新契約分の控除額（限度額28,000円）
・旧契約分の控除額（限度額35,000円）
・新契約分の控除額と旧契約分の控除額の合計額（限度額28,000

円）

控除額の計算方法は、以下の表Ｂのとおり

控除額の計算方法は、以下の表Ａのとおり

支払った額

支払った額前年中に掛金を支払った場合

前年中に国民健康保険、後期高
齢者医療保険、介護保険、国民年
金、厚生年金、雇用保険等の保険
料を支払った場合

ア　新契約に
係るもの 控除額の計算方法は、以下の表Ａのとおり

イ　旧契約に
係るもの

　新契約と旧契約の両方ある場合の控除額は、次のいずれかを選
択することができます。
・新契約分の控除額（限度額28,000円）
・旧契約分の控除額（限度額35,000円）
・新契約分の控除額と旧契約分の控除額の合計額（限度額28,000

円）

控除額の計算方法は、以下の表Ｂのとおり

表Ａ　　新契約に係る控除額
保険料支払額(a) 控除額
12,000円以下
12,001円
　　～32,000円
32,001円
　　～56,000円
56,001円以上

(a)の全額
(a)×1/2
　＋6,000円
(a)×1/4
　＋14,000円
28,000円

表Ｂ　　旧契約に係る控除額
保険料支払額(b) 控除額
15,000円以下
15,001円
　～40,000円
40,001円
　～70,000円
70,001円以上

(b)の全額
(b)×1/2
　＋7,500円
(b)×1/4
　＋17,500円
35,000円

医 療 費 控 除1

前年中に医療費の支払またはセ
ルフメディケーション税制の対象
となる医薬品等の購入があった
場合
※どちらか一方のみ

（18頁※1参照）

〈従来の医療費控除〉（実際に負担した医療費－保険
等の補填額）－10万円または所得の合計額の5％（所
得の合計額が 200 万円未満の場合）のいずれか少な
い額

〈セルフメディケーション税制〉（スイッチＯＴＣ医薬品
等購入費－保険等の補填額）－1万 2 千円

種　　類 要　　件 控　除　額



寡 婦 控 除
ひとり親 控 除

勤労学生控除

雑 損 控 除

基 礎 控 除

9

配偶者特別控除

障 害 者 控 除

8

10
11

12

13

14

本人の前年中の合計所得金額が
1,000万円以下で、配偶者の前年中
の合計所得金額が48万円以下の場
合

本人の前年中の合計所得金額が
1,000万円以下で、配偶者の前年
中の合計所得金額が48万円を超
え133万円以下の場合
本人や、扶養されている方（配偶
者・親族）に障害のある場合
(16歳未満の扶養親族を含む。)

※（）内は適用控除の種類
※住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記載のある方は対象外となります。
学生、生徒等で、年間所得が75万円
以下（利子・配当・不動産所得は10
万円以下）の場合

合計所得金額が2,400万円以下

合計所得金額が2,500万円超

合計所得金額が2,400万円超
2,450万円以下

合計所得金額が2,450万円超
2,500万円以下

前年中に災害・盗難などにより、資産
に損失を受けた場合（損失の金額－保
険などで補填された金額＝Ａ）

次のア、イのいずれか多い方の金額
　ア　Ａ－所得金額の10分の 1
　イ　Ａのうち災害関連支出の金額－5万円

7 配 偶 者 控 除

特別障害者
同居特別障害者
その他障害者

30万円
53万円
26万円

別表3をご参照ください。

26万円

43万円

29万円

15万円

0円

本人の
合計所得金額

本人の合計所得金額
配偶者関係

扶養親族あり

扶養親族なし

子あり
30万円

（ひとり親控除）
30万円

（ひとり親控除）
26万円

（寡婦控除）
26万円

（寡婦控除）

26万円
（寡婦控除）

30万円
（ひとり親控除）

子以外

扶養親族あり

本
人
が
女
性

本
人
が
男
性

500万円以下（500万円超は適用対象外）
死別 離別 未婚のひとり親

900万円まで 33万円 38万円

22万円 26万円

11万円 13万円

900万円超
～950万円
950万円超
～1,000万円

控除対象配偶者 老人控除対象
配偶者（70歳以上）

扶養親族なし

子あり 30万円
（ひとり親控除）

30万円
（ひとり親控除）

30万円
（ひとり親控除）

子以外

6 扶 養 控 除

納税者と生計を一にする16歳以上
の親族で、前年中の合計所得金額
が48万円以下（給与収入だけなら
給与収入103万円まで）の方を扶養
している場合に控除できます。
国外居住親族の扶養控除対象の条
件が変更されました。（１9頁※２参照）

一般扶養
老人扶養（70歳以上）
同居老親等（70歳以上の同居の
直系尊属）
特定扶養（19歳以上23歳未満）

33万円
38万円

45万円

45万円

種　　類 要　　件 控　除　額
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※1　医療費控除の受け方
　所得税の年末調整を受けている方は、税務署に還付申告ができます（10頁参照）。その他の方は、
申告時に医療費控除欄に記入します。いずれも医療費控除の明細書の添付が必要です。
　医療費控除は《従来の医療費控除》《セルフメディケーション税制》のいずれかを選択して申告し
ます。
《従来の医療費控除》

医療費控除が認められる医療費・認められない医療費　　　　　　　
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　医師・歯科医師に支払った診療費・治療費、治療・療養のための医薬品の購入費、介護保険制
度の下で提供される一定のサービスの対価、診療や治療などを受けるために直接必要なもので
通院費用、入院の部屋代や食事代等及び医療用器具の購入費等。

　医師などへの謝礼金、健康診断や美容整形の費用（健康診断により重大な疾病が発見され、
引き続きその治療をした場合には、その健康診断のための費用は医療費控除の対象となりま
す）、予防接種、健康食品の購入費、治療を受けるために直接必要としない眼鏡の購入費、通
院のための自家用車のガソリン代、分娩のため実家へ帰る交通費等。

認
め
ら
れ
な
い
も
の

認
め
ら
れ
る
も
の

保険で補われた
金額

10万円または
所得の5％

支払った医療費

実際に負担した医療費

医療費控除額

《セルフメディケーション税制》
　特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例（スイッチOTC薬控除）
（平成30年度～令和9年度の住民税）
　　特定健診やがん検診などの健康の維持増進や疾病の予防への取組を行っている方が、
前年中にスイッチOTC医薬品（※）など一定の医薬品を購入し、その購入額が12,000円
を超えるときは、その超える部分の金額（限度額88,000円）を総所得金額等から控除しま
す。この特例の適用を受ける場合には、従来の医療費控除の適用を受けることができませ
ん。

　　※スイッチOTC医薬品　……　要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用

◆医療費が10万円未満の場合は？

Ｑ：負担した医療費が10万円を超えな
いと、医療費控除は受けられません
か？

Ａ：10万円に満たなくても、医療費控除が受
けられることがあります。所得金額が
200万円未満の場合は、所得金額の5％
を超えると受けられることになります。

※詳細はお問い合わせください。



※２　日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用について
　　日本国外に居住する親族（以下「国外居住親族」）に係る扶養控除（非課税限度額の算定のため
の１６歳未満扶養親族を含む）の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の
提出または提示が必要です。

　　提出または提示しようとする書類が外国語で作成されている場合は日本語による翻訳文が必
要となります。

　　なお、令和６年度以降、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について要件が厳格化されま
した。日本国外に居住する３０歳以上７０歳未満の親族のうち以下の１～３のいずれにも該当しな
いかたは扶養控除の適用対象外となります。

１　留学により非居住者となったかた
２　障害者
３　扶養控除を申告する納税義務者から前年における生活費又は教育費に充てるための支払を
３８万円以上受けているかた

（3）　住宅ローン控除
　①　住宅ローン控除とは
　平成27年から令和7年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税
で控除しきれなかった金額がある場合、翌年度の住民税から控除する制度です。
　確定申告や年末調整の資料から市区町村が住民税の住宅ローン控除額を計算できる仕組
みとなっているため、原則として住民税用の申告は不要です。
②　住民税の住宅ローン控除額
　次のアとイのうち、いずれか少ない額
ア　所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除できなかった額
イ　所得税の課税総所得金額等の5％（97,500円を限度）
　次に掲げる場合は、所得税の課税総所得等の7％（136,500円を限度）
・　居住開始日が平成27年から令和3年までの間で、かつ、住宅の取得等に係る対価の額又
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は費用の額に含まれる消費税等の税率が8％または10％の場合
・　「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関す
る法律」における特別特例取得の場合

③　住民税の住宅ローン控除の手続きは不要
　確定申告や年末調整の資料から市区町村が住民税の住宅ローン控除額を計算できる仕組
みとなっているため、原則として住民税用の申告は不要です。

★　平成31年度税制改正により、消費税率10％が適用される住宅を取得し、取得者が令和
元年10月1日から令和3年12月31日（令和3年1月1日以降入居の場合は新型コロナウ
イルス感染症の影響により入居が遅れた場合等の要件があります。）までの間に居住した
場合、従来の住宅ローン控除の適用期間が 10 年から13 年に延長されます。

別表3　配偶者特別控除の換算

配偶者の
合計所得金額

48万円超
～100万円

900万円まで
本人（納税義務者）の合計所得金額

900万円超
～950万円

950万円超
～1,000万円

33万円 22万円 11万円

31万円 21万円 11万円

26万円 18万円 9万円

21万円 14万円 7万円

16万円 11万円 6万円

11万円 8万円 4万円

6万円 4万円 2万円

3万円 2万円 1万円

0円 0円 0円

100万円超
～105万円
105万円超
～110万円
110万円超
～115万円
115万円超
～120万円
120万円超
～125万円
125万円超
～130万円
130万円超
～133万円
133万円超



は費用の額に含まれる消費税等の税率が8％または10％の場合
・　「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関す
る法律」における特別特例取得の場合

※　所得税の住宅ローン控除について、次のとおり改正されています。
　　・　令和6年１月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、原則として省エネ基準を満たす

住宅でない場合は住宅ローン控除の適用を受けられません。
　　・　子育て世帯（19歳未満の扶養親族を有する者）又は若者夫婦世帯（夫婦のいずれかが

40歳未満の者）が令和6年に入居する場合には、令和4年・令和5年入居の場合の借入限
度額の水準（認定住宅5,000万円、ZEH水準省エネ住宅4,500万円、省エネ基準適合住
宅 4,000万円）が維持されます。

　　　 その他の者が令和6年に入居する場合の借入限度額は、認定住宅 4,500万円、ZEH水
準省エネ住宅3,500万円、省エネ基準適合住宅3,000万円 となります。

　　・　新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置（合計所得金額1,000万円以下の
年分に限る。）について、建築確認の期限が令和6年12月31日（改正前：令和5年12月31
日）に延長されました。

（4）　寄附金税額控除
　①　対象となる寄附金
　　ア　都道府県・市区町村（※特例控除対象）に対する寄附金（ふるさと納税）
　　イ　住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部、都道府県・市区町村（※特例控除対象

以外）に対する寄附金
　　ウ　区民税の控除の対象となる寄附金として中野区が指定したもの
　　　・　区内に幼稚園、短期大学、大学、幼保連携型認定こども園を設置する学校法人（区内

に設置する当該学校等の業務に関連するものに限ります。）　
　　　・　区内に主たる事務所を有するまたは施設を運営する社会福祉法人（主たる事務所が区外

にある場合は、区内で運営する施設に関連するものに限ります。）
　　　・　区内に主たる事務所を有するまたは施設を運営する更生保護法人（主たる事務所が区外

にある場合は、区内で運営する施設に関連するものに限ります。）
　　エ　都民税の控除の対象となる寄附金として東京都が指定したもの
　　　・　公益法人などに対する寄附金で一定の要件を満たすものとして財務大臣が指定したもの

（所得税法第78条第2項第2号）
　　　・　特定公益増進法人（例：学校法人、社会福祉法人など）に対する寄附金（所得税法第78条

第2項第3号）
　　　・　認定NPO法人、特例認定NPO法人に対する寄附金（租税特別措置法第41条の18の2）
　　　　　上記のうち、都内に主たる事務所または事業所を有する法人または団体に対する寄附

金が、都民税の控除の対象です。
　　　　　※　令和元年６月１日以降、総務大臣が指定した都道府県・市区町村への寄附金に限り

特例控除が適用されます。総務大臣が指定した都道府県・市区町村については総
務省のホームページでご確認ください。
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　②　対象となる寄附金の支出時期
　　　令和3年中に支出した寄附金が、翌年度分の特別区民税・都民税（住民税）から控除されま

す。（寄附を行った翌年度の住民税から控除されます。）

　③　控除の手続き
　　　確定申告（確定申告の必要がない方は、住民税の申告）を行ってください。
　　　ただし、次の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受ける場合は、確定申告や住民

税の申告は不要です。

　④　ふるさと納税ワンストップ特例制度
　　　確定申告の義務のない給与所得者等の方がふるさと納税を行う場合に、一定の条件の下、

ふるさと納税先の地方団体に申請することにより、確定申告をせずに寄附金控除の適用を受
けることができます。この特例の適用を受ける場合は、寄附金控除による所得税減額分に相
当する額が、申告特例控除額として住民税から控除されます。

　　※　確定申告・住民税申告をする場合、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けることはで
きません。この場合、寄附金控除（所得税の寄附金控除及び住民税の寄附金税額控除）の適用を受け
るためには、申告書にふるさと納税の寄附金控除に関する事項を記載し、ふるさと納税の領収書を添
付する必要があります。



　②　対象となる寄附金の支出時期
　　　令和6年中に支出した寄附金が、翌年度分の特別区民税・都民税（住民税）から控除されま

す。（寄附を行った翌年度の住民税から控除されます。）

　③　控除の手続き
　　　確定申告（確定申告の必要がない方は、住民税の申告）を行ってください。
　　　ただし、次の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受ける場合は、確定申告や住民

税の申告は不要です。

　④　ふるさと納税ワンストップ特例制度
　　　確定申告の義務のない給与所得者等の方がふるさと納税を行う場合に、一定の条件の下、

ふるさと納税先の地方団体に申請することにより、確定申告をせずに寄附金控除の適用を受
けることができます。この特例の適用を受ける場合は、寄附金控除による所得税減額分に相
当する額が、申告特例控除額として住民税から控除されます。

　　※　確定申告・住民税申告をする場合、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けることはで
きません。この場合、寄附金控除（所得税の寄附金控除及び住民税の寄附金税額控除）の適用を受
けるためには、申告書にふるさと納税の寄附金控除に関する事項を記載し、ふるさと納税の寄附金
の受領証（領収書）を添付する必要があります。

（5）　パート収入と税金
　パートの収入は給与所得となります。非課税となる収入限度額は、所得税と住民税で異なりま
す。
< 所得税 >
　パート収入103万円までは、所得税はかかりません。103万円の給与収入を所得に換算する
と48万円になり（14頁参照）、課税計算上、合計所得金額2,400万円以下の場合の基礎控除額
48万円をここから差し引くと、課税対象になる所得（課税標準額）がゼロになるためです。
< 住民税 >
　パート収入100万円までは、住民税はかかりません。100万円を所得に換算すると45万円とな
り（14頁参照）、住民税の非課税限度額45万円（24頁参照）と一致するためです。
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非課税
課税
課税
課税

非課税
非課税
課税
課税

○
○
×
×

×
×
○
×

住民税 所得税 配偶者控除
配偶者

特別控除
100万円以下 

100万円超～103万円以下
103万円超～201万6千円未満

201万6千円以上

パート収入
本人に税金がかかるかどうか

夫（または妻）が配偶者控除・
配偶者特別控除を受けられるか



（6）　退職したときの住民税
　①　給与から住民税を差し引かれていた方
　　個人の住民税は、前年中の所得に基づき、区が税額を決定します。1年間の住民税は、6月から
翌年5月まで12回に分けて給与から差し引かれ、給与支払者(会社など)を通して区へ納入さ
れます。

　　年の途中で退職される場合、5月までの残りの住民税を納める方法には次の2つがありま
す。

　　ア　給与支払者(会社など)が、残りの住民税を退職時にまとめて差し引いて、一括納入す
る方法
・　6月1日から12月31日までの間に退職する場合は、退職する方が会社に申出をすれ
ば、給与支払者が最後の給与・退職金等から翌年5月までの住民税をまとめて差し引
いて、一括納入することができます。

・　1月1日から4月30日までの間に退職する場合は、原則として給与支払者が最後の給
与・退職金等から5月までの住民税をまとめて差し引いて、一括納入します。

　　イ　個人で納める方法
給与・退職金等から差し引いて納入されなかった住民税の残りは、個人で納めることに

なります。
6月・8月・10月・翌年1月の各末日が納期限の4回払いですが、年の途中から個人で納

める方法に切り替えた場合は、その時点で間に合う納期の回数に分割されます。例えば、9
月に個人払いに切り替えた場合、10月末日納期限の3期目に間に合いますので、残りの
住民税は2回に分けて納めることになります。

　②　会社を退職した翌年の住民税
　　個人の住民税は、前年中の所得に対してかかります。会社などを退職された方については、
前年に退職するまで所得があったため、住民税がかかることがあります。

ー 22 ー

◆扶養に入るとは？

Ｑ：例えば「妻が夫の扶養に入る」とは？
Ａ：税法上では、夫が税の申告をする際に
配偶者控除の適用を受けることをいい
ます。ただし、配偶者控除が認められる
のは、夫（納税義務者）の合計所得が
1,000万円以下で、妻の1年間の所得
が48万円以下の場合です。これを給与
収入に換算すると103万円以下になり
ます。

※　以上は税法上の扶養についてであり、健康保険組合や会社の手当てなどでいう扶養とは
　　異なる場合があります。
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40万円×勤続年数（80万円に満たないときは、80万円）
800万円＋70万円×（勤続年数ー20年）

退　職　所　得　控　除　額勤　続　年　数
20年以下の場合
20年を超える場合

退職所得　×　税率（6％）
退職所得　×　税率（4％）

計　算　式区　　分
特別区民税
都民税

　③　退職金等にかかる住民税
　　退職金等に対しても住民税はかかりますが、税計算は他の所得とは別に行い、退職した年
の1月1日現在の住所地で課税されます。退職金等の支払者が住民税の額を計算して、退職
金等の支払いの際に特別徴収して、退職金等の支払日の翌月10日までに納めます。

　④　退職金の税計算は？
　　退職金等から退職所得控除額を差し引いた額の2分の1が退職所得の金額となります。
　　なお、勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得は「退職金等から退職所得控除額を差し引
いた額」です。

　　また、勤続年数5年以下の法人役員等以外の場合、「退職金等から退職所得控除額を差し引い
た額」のうち300万円を超える部分については、2分の1とする措置を適用しません。

　※1　退職所得控除額

　＊　障害者になったことによって退職した場合は、上の表で算出した控除額に100万円を加算した金額
が控除されます。

　＊　勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年と計算します。

　※2　退職所得に対する税額　　（特別徴収すべき税額）

　　ア　退職所得の金額に、1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
　　イ　税額を計算する場合、計算途中の端数処理は行わないで、特別区民税及び都民税に

100円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てます。この端数を切り捨
てた額が、特別徴収すべき税額になります。



（7）　住民税がかからない場合
　①　次に該当する方は、住民税がかかりません
　　ア　生活保護法による生活扶助を受けている方
　　イ　障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の方で、前年の合計所得が135万円以下の方
　　　　＊合計所得135万円は、給与収入に換算すると約204万円です。　
　　ウ　前年の合計所得が、次の計算式により得られた金額以下の方

35万円×（本人・同一生計配偶者・扶養親族の人数）＋10万円＋21万円

　＊同一生計配偶者・扶養親族がいない場合の住民税がかからない限度額は45万円｡

　②　次に該当する方は、住民税のうち所得割額がかかりません
　　前年の総所得金額等が、次の計算式により得られた金額以下の方

35万円×（本人・同一生計配偶者・扶養親族の人数）＋10万円＋32万円

　＊同一生計配偶者・扶養親族がいない場合の所得割額がかからない限度額は45万円｡

　　　　※1　①、②の扶養親族には、16歳未満の方も含まれます。
　　　　※2　同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者（青色事業専従者と

して給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。）で、合計所得金額が
48万円以下の人をいいます。
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（8）　住民税の具体的な計算方法

調整控除前所得割額　都民税 370万円 × 4％
              　　 　　　区民税 370万円 × 6％ 
調整控除（11頁）（5万＋18万＋5万＋5万）ー（370万円－200万）＜5万円
　　　よって、　都民税　5万円×2％
　　　　　　　 区民税　5万円×3％
調整控除後所得割額　　　　都民税   148,000 － 1,000
　　　　　　　　　　　　　区民税   222,000 － 1,500
住民税　　都民税　147,000 ＋ 1,000(均等割額) ＝ 148,000円
　　　　　区民税　220,500 ＋ 3,000(均等割額) ＝ 223,500円
森林環境税　　　　　　　　　　　　1,000（国税） ＝ 　 1,000円
 372,500円

＝
＝

＝
＝
＝
＝

　148,000円
222,000円

1,000円
1,500円

147,000円
220,500円

Ａ男さん(会社員) 
妻　　　(パート) 
長男　　(大学生)
次男　　(高校生)

社会保険料の支払額
生命保険料の支払額
　一般の生命保険料（平成24年1月1日以後に契約）の支払額
　介護医療保険料（平成24年1月1日以後に契約）の支払額
　個人年金保険料（平成23年12月31日以前に契約）の支払額
地震保険料の支払額

42万円

12万円
 3万円
 9万円
 2万円

年齢 給与収入額

43歳
42歳
20歳
17歳

760万円
86万円

なし
なし

< 例 > 中野Ａ男さんの家族

中野Ａ男さんの住民税は次のようにして計算します。
給与収入を所得に換算すると、(14頁)所得

控除

住
民
税
額

・社会保険料控除(16頁)
・生命保険料控除(16頁)
　　一般の生命保険料（新契約分）に係る控除額
　　介護医療保険料に係る控除額
　　個人年金保険料（旧契約分）に係る控除額
　　2万8千円＋2万1千円＋3万5千円 ＞ 7万円
・地震保険料控除(16頁)
・配偶者控除(17頁)
　　妻の所得は31万円(14頁)
　　48万円以下につき税法上の扶養の範囲内にあるので
・扶養控除(17頁)

・基礎控除(17頁)
  控除額の合計は、    ①～⑦より

42万円 ①
 
 
 
 

7万円 ②
1万円 ③

 
 

⇒  33万円④
⇒  45万円⑤
⇒  33万円⑥

43万円 ⑦

2万8千円
2万1千円
3万5千円

配偶者控除額
長男は特定扶養
次男は一般扶養

574万円　　・・・・　Ａ

204万円　　・・・・　Ｂ
課税対象額（課税標準額）は、所得合計(Ａ)－控除合計(Ｂ) 370万円



（1）　普通徴収と特別徴収
　①　自営業などの方
　　自営業などの方を対象とした徴収方法が｢普通徴収｣です。
　　普通徴収の方には、区から直接｢税額決定・納税通知書｣を送付して、税額をお知らせしま
す。その税額を、6月・8月・10月・翌年1月の4回の納期に分けて、ご本人が区に納付する方法
です。

　②　お勤めの方（サラリーマンなど）
　　お勤めの方を対象とした徴収方法が｢給与からの特別徴収｣です。
　　給与からの特別徴収の方には、区から「特別徴収税額通知書」を勤務先(特別徴収義務者)に
お送りし、勤務先を通してご本人に税額(12回分)が通知されます。

　　勤務先は、この税額を6月から翌年5月まで、毎月の給与から差し引いて区に納入します。
　※1　お勤めの方で、給与から住民税が差し引かれていない場合は、自営業などの方と同じ「普通徴

収」による方法で納付します。
　※2　年の途中で会社を辞めた方で退職等により、給与からの差し引きができなくなったときは、残り

の分が普通徴収に切り替わります。

③　年金所得の方
　　4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者を対象とした徴収方法が「公的年金からの特別
徴収」です。

　　公的年金からの特別徴収の方には、区から直接「税額決定・納税通知書」を送付して、税額
をお知らせします。

　　なお、年の途中で転出した方や税額の変更のあった方、亡くなられた方などは、公的年金か
らの特別徴収を中止して普通徴収の方法に変更する場合があります。

ア　新たに公的年金からの特別徴収の対象となる方は、公的年金等所得に係る税額の1/2
に相当する額を普通徴収の方法で6月・8月の2回の納期に分けて、直接ご本人が納付し、
残りの1/2に相当する額を10月・12月・2月に公的年金から差し引きます。

イ　前年度から引き続き公的年金からの特別徴収の対象者である方は、前年度分の公的年
金等所得に係る年税額の1/2の額を仮特別徴収税額として4月・6月・8月に公的年金から
差し引き、公的年金等所得に係る今年度の税額から仮特別徴収税額を引いた残額を10月・
12月・2月に公的年金から差し引きます。

　　公的年金から差し引かれた税額は、年金保険者（日本年金機構などの年金支払者）が区
に納入します。
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3　どうやって納めるの？







口座振替の申込みがスマートフォンで手続きできます。

　三菱UFJ銀行ほか地方銀行数行では、　　　　　　（エアポスト）を利用してスマートフォン
から口座振替の申し込みができます。
　　　　　　　（エアポスト）なら、区役所や金融機関窓口へ出向くことなく、外出せずにいつ
でもスマートフォンで申し込み可能です。申込み方法は中野区ホームページをご覧ください。

（3）　特別徴収の納めかた
　銀行・信用金庫などの金融機関やゆうちょ銀行及び郵便局、区役所及び区内5か所の地域
事務所窓口のほか、地方税共通納税システムをご利用ください。
　地方税共通納税システムを利用すると、パソコン操作で複数の自治体に一括納入すること
ができます。

　※　地方税共通納税システムの詳細は、エルタックス（地方税ポータルシステム）ホームペ
ージ（https://www.eltax.lta.go.jp）をご覧ください。

　納付書または納入書には、納付・納入期限が表示されていますので、その期限までに納め
てください。

（4）　納め過ぎた税金はお返しします（還付金）
　①　お返しする場合
　　既に納めた税金が修正申告等で減額になった場合や、二重払いの場合等には、納め過ぎ
た税金（過誤納金）をお返しします。

　　ただし、還付を受ける方に、まだ納めていない住民税がある場合には、その住民税に充当し、
過誤納金が発生したときは、「還付（充当）通知書」をお送りします。

　②　お返しする方法
　　口座振込によりお返しします。還付（充当）通知書に同封する還付金口座振込依頼書に
振込み先の金融機関口座（原則として本人名義）を記入し、返送してください。
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（5）　期限までに納付のない場合
　①　督促状
　　各期の住民税が定められた納期限までに納付されない場合は、法律に基づいて督促状を
送付しています。

　　各期の住民税は、忘れずに納期限までに納めてください。
　また、事前に相談した場合や分割納付中であっても、各期別本来の納期限までに完納してい
ない場合は、督促状が送付されます。

　②　延滞金
　　住民税を定められた納期限までに納めなかった場合、納期限から実際に納めた日までの日
数に応じた延滞金が、住民税に加算されます。

　　この措置は、納期限までに納めた納税者や特別徴収義務者との公平を図るために設けられ
たものです。

　　延滞金の年率は、納期限の翌日から1か月間までは、延滞金特例基準割合に1％を加算した
年率と年7.3％のいずれか低い方の年率（令和7年中は2.4％）、納期限後2か月目からは延滞
金特例基準割合に7.3％を加算した年率と年14.6%のいずれか低い方の年率（令和7年中は
8.7％）です。

　※　延滞金特例基準割合とは：財務大臣が告示する租税特別措置法第93条第2項に規定す
る平均貸付割合に、年1％の割合を加算した割合です。（令和7年中は1.4％）

　③　困ったときは納税相談を
　　災害や病気、事業の廃止等、様々な事情により納税が困難になったときは、お早めに納税
相談をしてください。そのままにしておくと延滞金がついてしまうばかりでなく、滞納処分(差
押等)をされることもあります。

　　ご事情によっては、ご相談のうえ、納税を一定の期間猶予したり、分割で納税したりするこ
とができます。

　④　滞納処分
　　納期限を過ぎ、督促状をお送りしてもなお納税していただけない場合には、滞納している人
の財産（預金・給与・不動産等）を差押えなければならないことが法律に定められています。こ
れは、税を確実に徴収し、きちんと納めた方との間に不公平が生じないよう行うものです。差
押後も納付がない場合には、差押えた財産の取り立てや売却を行い、滞納している税に充て
ます。



ー 31 ー

◆中野区から引っ越したら、
　どこに納税するの？

Ｑ：中野区外に引っ越しましたが、中野
区から納税通知書が届きました。住
民税は、現住所の市区町村に納める
のではないのですか？

Ａ：住民税は、毎年1月1日現在の住所地
で課税されます。今年1月1日の住所
が中野区であれば、その後、中野区
外へ引っ越しされても、今年度の住
民税は中野区に納めることになりま
す。

◆納めたのに督促状が!?

Ｑ：6月末日納期限の第1期分を7月14
日に銀行で納付しましたが、7月20
日付で督促状がきました。納めてあ
るのにどうしてですか？

Ａ：金融機関で納付されたことを区が確
認できるまでに2週間程度かかる場合
があります。本来の納期限を過ぎた後
に納付があった場合、行き違いで督促
状を送ってしまうことがあります。

＜よくあるご質問＞

◆納めすぎた税金は？

Ｑ：督促状が来たので、その納付書で
納めたところ、以前に送られてきた
同じ税金の納付書が見つかり、それ
についても納めてしまいました。納
めすぎた分は、いつ返してもらえま
すか？

Ａ：税金が重複して納付されたことを確認
するまでに、金融機関等で納めた場合
2週間程度かかることがあります。そ
の後、還付の通知をお送りしますので、
振込先口座をご指定ください。なお、
入金までに1か月ほどかかることもあ
りますので、ご了承ください。



Ⅲ　軽自動車税

　３輪・４輪以上の軽自動車で取得価格が５０万円を超える車両（新車・中古車を問いません。）
が対象となります。軽自動車取得時に申告・納付してください。
　なお、「軽自動車税環境性能割」は市町村税となりますが、当分の間は東京都が賦課徴
収を行います。

（1）　主な軽自動車等の種類と税額（令和7年度）
　　①　バイク、ミニカー
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１　軽自動車税環境性能割

２　軽自動車税種別割

車      種

バ
　
イ
　
ク

排気量または定格出力 税　額
 ０.６ｋｗ以下(特定小型原付)のもの
 ５０ｃｃ以下または０.６ｋｗ以下のもの
 125ｃｃ以下かつ最高出力が4.0ｋｗ以下のもの
 ５０ｃｃを超え９０ｃｃ以下または０.６ｋｗを超え０.８ｋｗ以下のもの
 ９０ｃｃを超え１２５ｃｃ以下または０.８ｋｗを超え１.0ｋｗ以下のもの
 １２５ｃｃを超え２５０ｃｃ以下のもの
 ２５０ｃｃを超えるもの
 ２０ｃｃを超え５０ｃｃ以下のもの

原動機付自転車

二輪の軽自動車
二輪の小型自動車
ミ　ニ　カ　ー

2,000円
2,000円
2,000円
2,000円
2,400円
3,600円
6,000円
3,700円

車　　種
営業用自家用 営業用自家用

非課税 非課税

非課税 非課税

非課税 非課税

1％
1％ 0.5％

1％

2％

0.5％

1％

2％

1％ 0.5％0.5％

2％
1％1％

2％2％

1％

2％
2％

2％

かつ令和１２年度燃費基準８０％達成かつ令和２年度燃費基準達成

かつ令和１２年度燃費基準７５％達成かつ令和２年度燃費基準達成

かつ令和１２年度燃費基準７０％達成かつ令和２年度燃費基準達成

かつ令和１２年度燃費基準６０%達成かつ令和２年度燃費基準達成

電気自動車（燃料電池自動車を含む）

天然ガス自動車（平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NOx10%以上低減）

ガソリン自動車（ハイブリッド自動車を含む）

(A)乗用車

平成30年排出ガス基準50％低減（☆☆☆☆）又は平成17年排出ガス基準75%低減（☆☆☆☆）

(B)車両総重量2.5t以下トラック（軽量車）

平成30年排出ガス基準50％低減（☆☆☆☆）又は平成17年排出ガス基準75%低減（☆☆☆☆）

上記以外 

かつ令和４年度燃費基準105％達成

かつ令和４年度燃費基準達成

かつ令和４年度燃費基準95%達成

上記以外 

中野区　環境性能割

税率（Ｒ６.１.１～
Ｒ７.３.３１）

税率（Ｒ７.４.１～
Ｒ８.３.３１）



　②　軽自動車（三輪以上。排気量660ｃｃ以下のもの）

（2）　軽自動車税種別割の課税と納税
　軽自動車税種別割は、毎年４月１日現在、軽自動車等を所有している方に課税されます。
４月２日以降に軽自動車等を譲渡、または廃車しても、４月１日現在の所有者が、その年度の軽
自動車税を納めることになります。
　毎年５月上旬に「軽自動車税納税通知書」をお送りします。納期限（例年５月末日）までに
納めてください。
　※　その年の「軽自動車税納税証明書」は、「軽自動車税納税通知書」により納税を済ま

せた後で発行できるようになります。
◆納める方法
　①　窓口等での納付      

　　　コンビニエンスストア、金融機関や、ゆうちょ銀行または郵便局、区役所及び地域事務所
にて現金で納めることができます。納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、この方法によ
り納めてください。

　　②　スマートフォン決済アプリでの納付
　　　「PayPay」「楽天ペイ」「au PAY」「d払い」「FamiPay」「J-Coin Pay」「PayB」「楽天銀行コ

ンビニ支払サービス」を利用して納めることができます。
　　③　クレジットカード決済での納付
　　　スマートフォンから「モバイルレジ」アプリ又は地方税お支払サイトを利用して納めること

ができます。
　　④　インターネットバンキングでの納付
　　　ペイジーマーク (　　　) が付いた納付書で、パソコン・スマートフォン・携帯電話からイ

ンターネットバンキングを利用して納めることができます。「モバイルレジ」アプリで、スマー
トフォンからインターネットバンキングを利用して納めることができます。

　　⑤　ATMでの納付
　　　ペイジーマーク (　　　) の表示がある金融機関の ATM で、キャッシュカードまたは現金

で納めることができます。
　　⑥　地方税お支払サイトでの納付
　　　eLマーク(　　 ）が付いた納付書に印刷されたeL-QRやeL 番号を使い、パソコンやスマー

トフォンから地方税お支払サイトを利用して納めることができます。スマートフォン決済アプリ、
クレジットカード決済、インターネットバンキング等の支払方法を選択できます。
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（３）　軽自動車税種別割の減免
　次のような場合には、軽自動車税が減免されることがあります（下記①～⑥）。
　減免を受け
ようとする方は、申請書の提出が必要です。申請期間は納期限（例年５月末　

※　令和5年４月１日から令和8年３月３１日までの間に新車登録された三輪以上の軽自動車のうち電
気自動車及び天然ガス等軽自動車、営業用乗用車で、一定の環境性能を有するものについては、そ
の燃費性能に応じて税額をおおむね25%～75%軽減します（グリーン化特例）。

車      種

軽
自
動
車 四輪貨物

四輪乗用

三輪（50ｃｃ超）

自家用
営業用

自家用
営業用

4,600円
12,900円

8,200円
6,000円
4,500円

3,100円
7,200円
5,500円
4,000円
3,000円

3,900円
10,800円

6,900円
5,000円
3,800円

平成27年3月31日
以前に新車登録さ
れたもの

平成27年4月1日
以後に新車登録さ
れたもの

新車登録から１３年
以上経過した軽自動
車（電気自動車等を
除く。）



（３）　軽自動車税種別割の減免
　次のような場合には、軽自動車税が減免されることがあります（下記①～⑥）。
　減免を受けようとする方は、申請書の提出が必要です。申請期間は納期限（例年５月末日）
までです。なお、詳しくは「軽自動車税納税通知書」に同封する文書をご覧のうえ、お問い合
せください。

（下記③～⑤については普通自動車を含め、お一人につき１台に限ります）
　※１　現在減免を受けている方も、軽自動車等を乗り換えた場合は再度申請が必要です。
　※２　減免の申請をする場合は、軽自動車税は納めないでおいてください。納めた場合
　　　は減免が受けられなくなります。

　①　災害等により、生活が困難になった場合
　②　生活保護法により生活扶助を受けている場合
　③　「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「愛の手帳」及び「精神障害者保健福祉手帳」の交

付を受けている方が所有している場合（※障害の程度が一定基準の方）
　④　③に該当する方と生計を共にする方が所有し、もっぱらその方のために使用する場合
　⑤　③に該当する方のみで構成する世帯の方が所有し、常時介護する方（別世帯）が運転す

る場合
　⑥　構造上身体障害者等の利用に供するために所有する場合

　軽自動車等を購入、または譲り受けるなどした場合や、譲渡や盗難などにより所有しなくなっ
た場合には、必ず申告してください。廃車の申告をしないと、所有していなくても引き続き所有
者として課税されてしまいますのでご注意ください。
　また、住所（所在地）・氏名（名称）・定置場等が変わった場合にも、申告が必要です。

（１）　申告はこちらへ
　申告書の提出先は車両の種類によって次のように異なります。

ー 34 ー

3　軽自動車税の申告（登録・廃車）

（2）　原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車の申告（登録・廃車）
　　登録・廃車の手続きは次のとおりです。申告時には、申告書を持参する方の本人確認できる

もの（運転免許証・健康保険証など、官公庁が発行したもの）をお持ちください。また、代理人に
よる届出の場合には、委任状をお持ちください。

車　　　種 窓　　　口
中野区役所諸税係
　　☎03（3228）8908

軽自動車検査協会東京主管事務所練馬支所
（コールセンター）
　板橋区新河岸1－12－24
　　☎050（3816）3101

練馬自動車検査登録事務所（陸運局）
（登録ヘルプデスク）
　練馬区北町2－8－6
　　☎050（5540）2032

①排気量125cc以下の原動機付自転車
②小型特殊自動車、ミニカー

③排気量125ccを超えるオートバイ
(軽二輪、小型自動二輪) 

④排気量660cc以下の軽三輪・軽四輪



ー 35 ー

（2）　原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車の申告（登録・廃車）
　　登録・廃車の手続きは次のとおりです。申告時には、申告書を持参する方の本人確認できる
もの（運転免許証・マイナンバーカードなど、官公庁が発行したもの）をお持ちください。また、代
理人による申告の場合には、委任状をお持ちください。

　①　登録の申告（標識の交付）
　　購入したり、譲り受けたり、または中野区へ転入した場合には、区役所で登録の申告をして
ください。標識（ナンバープレート）と標識交付証明書を交付します。

　　＊標識交付証明書…標識（ナンバープレート）を交付した時にお渡しするもので、その車両が自分のものである証
明になります。紛失・盗難の場合には、再交付します。

　②　登録の申告に必要なもの
　　ア　個人の場合

　　

　　イ　法人の場合
　　　個人とほぼ同じですが、中野区で初めて登録する場合は、所在地確認資料（登記簿謄本、

郵便物など。納税通知のあて先になります）が必要です。
　　　また、例えば『所在地が区外で定置場が中野区』などのように異なる場合は、定置場を証

明する資料（郵便物、公共料金領収証、駐車場契約書など）も必要です。詳しくはお問い合
せください。　　　

　③　廃車の申告（標識の返納）
　　譲渡・盗難・破損による処分、他の市区町村に転出した場合には、すぐに廃車の申告をして、
標識（ナンバープレート）・標識交付証明書をお返しください。

　　また、廃車申告を代理人に依頼した場合には、廃車申告受付書を受け取り、手続きが済ん
だことを必ず確認してください。

　④　廃車の申告に必要なもの
　標識（ナンバープレート）・標識交付証明書、申告書を持参する方の本人確認できるもの

新　　規
（購入した方）

必
要
な
も
の

販売証明書
申告書を持参
する方の本人
確認できるもの

ナンバープレート
標識交付証明書
申告書を持参
する方の本人
確認できるもの

ナンバープレート
標識交付証明書
譲渡証明書
申告書を持参
する方の本人
確認できるもの

廃車申告受付書
申告書を持参
する方の本人
確認できるもの

廃車申告受付書
譲渡証明書
申告書を持参
する方の本人
確認できるもの

古いナンバープレートのまま 廃車手続きをすませた後
転入した方 譲り受けた方 転入した方 譲り受けた方

　※住民登録のない方は、居住を確認できる資料（アパート等の賃貸借契約書、公共料金領収証、
　　郵便物など）と免許証をお持ちください。
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Ｑ：原動機付自転車が盗難にあってし
まいました。どうしたらよいでしょう
か？

Ａ：警察署に盗難届を出し、受理した警察
署・受理番号・受理年月日を確認のうえ、
本人確認のできるものを持って、区役所
で廃車の申告をしてください。盗難届の
受理年月日で廃車します。盗難届を出し
ていない場合は、廃車申告の年月日で廃
車します。

　　廃車申告をしないと、毎年軽自動車税
が課税されますのでご注意ください。

◆原動機付自転車が盗難にあっ
たときは？

Ｑ：原動機付自転車のナンバープレート
がはずれて無くなってしまいました。
どうしたらよいでしょうか？

Ａ：標識交付証明書と本人確認のできるも
の、及び手数料200円を持って、再発行
の手続きをしてください。新しいナンバ
ープレートを交付します。破損の場合は
ナンバープレートの残り部分をお持ちく
ださい。

◆ナンバープレートを紛失・破損し
たときは？

〈よくあるご質問〉

Ｑ：Ａ区からＢ区に引っ越しをします。原
動機付自転車のナンバーを変更す
るにはどのような手続きが必要です
か？

Ａ：方法①　Ａ区で廃車申告し、そのときに
発行された廃車申告受付書と本人確認
のできるものを持って、Ｂ区で登録の申
告をしてください。

Ａ：方法②　Ａ区のナンバープレートと標識
交付証明書、本人確認のできるものを持
って、Ｂ区に申告をしてください。Ｂ区がナ
ンバープレートと標識交付証明書を回収
したうえで、登録をお受けします。

◆引っ越しをするときは？



Ｑ：国外へ転出するのですが、どうした
らいいでしょうか？

Ａ：廃車申告、または譲渡手続きをしてくだ
さい。

◆国外へ転出するときは？

Ｑ：原動機付自転車を友人に譲りたい
（友人から譲り受けたい）のですが、
どのような手続きが必要ですか？
（登録がＡ区からＢ区へ移る場合）

Ａ：方法①　Ａ区で廃車申告し、そのときに
発行された廃車申告受付書と譲渡証明
書、及び譲り受けた方の本人確認ので
きるものを持って、Ｂ区に登録の申告を
してください。

Ａ：方法②　Ａ区のナンバープレートと標
識交付証明書、譲渡証明書、及び譲り受
けた方の本人確認のできるものを持っ
て、Ｂ区に登録の申告をしてください。

　Ｂ区がナンバープレート、標識交付証明
書、譲渡証明書を回収したうえで、登録
をお受けします。

◆原動機付自転車を譲渡すると
きは？
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※ 譲渡証明書は、①譲渡年月日、②譲渡人と譲受人の住所（所在地）・氏名（名称）、
③「車台番号○○の車両を譲渡する」旨の記載があれば、便せんなどに書いたもの
で結構です。

　このＱ＆Ａは、原動機付自転車（小型特殊・ミニカーを含む）の場合に限ります。
　排気量125ccを超えるオートバイ及び軽三・四輪車については、それぞれ自動車
検査登録事務所（陸運局）・軽自動車検査協会にお問い合せください。（34頁参照）
　　　



Ⅳ　特別区たばこ税

　たばこ税は、たばこの消費に対してかかる税金です。たばこには、さまざまな税金がかけられ
ています。消費税、国のたばこ税、都たばこ税、そして特別区たばこ税です。たばこを買った人
は、これらの税金も一緒に払っていることになります。
　特別区たばこ税は、たばこ製造業者や卸売販売業者などが中野区内の小売店に売り渡した
たばこの本数により計算して申告納付しています。したがって、中野区内のたばこ小売店の売り
上げ本数によって税収が決まります。

【たばこ1箱の税金】
　１箱（20本入り）580円の場合
　

※　上記は、消費税10％の場合の税額です。
※　自動販売機でたばこを購入する際は、専用のICカード｢taspo（タスポ）｣が必要です。

　　　　
　　　【タスポお問い合せ先】 taspo（タスポ）ダイヤル 
　 ☎0 1 2 0（ 2 2 2 ）1 8 0（一般電話から）  
 ☎0 5 7 0（ 0 1 2 ）3 4 0（携帯電話から） 
 ☎0 1 1（ 3 3 0 ）3 2 0 1（IP電話等から） 
  (土日祝日を除く午前9時～午後5時） 
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税金の種類 税　　額 定価に占める割合
特別区たばこ税
都たばこ税
たばこ税（国税）
たばこ特別税（国税）
消費税（地方消費税含む）
合　　　計

131.04円
21.40円

136.04円
16.40円
52.73円

357.61円

22.6％
3.7％

23.5％
2.8％
9.1％

61.7％

Q:たばこを中野区内の店舗や自動販売
機で購入すると、その特別区たばこ税
は中野区の収入になりますか？

Ａ：中野区内の店舗や自動販売機で購入さ
れたたばこに対する特別区たばこ税は、
中野区の収入になり、中野区民のみな
さんのくらしに役立てられます。

◆中野区内で購入したたばこの
税金は？



Ⅴ　不服申立て

　住民税の賦課決定（税額の決定）や、滞納処分（差押等）について不服のある方は、区長に対し
て文書で審査請求ができます。
　審査請求にあたっては、「審査請求書」を作成し、提出していただく必要があります。
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主な処分に対する審査請求の期間

賦課決定について

督促について

財産の差押えについて

審 査 請 求 期 間
納税通知書を受け取った日の翌日から起算して
3か月以内

差押えのあったことを知った日の翌日から起算し
て3か月以内、またはその公売期日等のいずれか
早い日まで

督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月
以内、または差押えにかかる通知を受け取った日
（その通知がないときは、その差押えがあったこと
を知った日）の翌日から起算して3か月を経過した
日のいずれか早い日まで



VI　税の証明書

（1）　税証明書の種類
　区税に関する証明書は次のとおりで、手数料は1通につき300円です（軽自動車税の継続検
査(車検)用の納税証明書は無料です）。

　　※1　土地家屋の「評価証明書」は、都税事務所で発行しています。
　　※2　所得税の「納税証明書その1(納税額)、及びその2(所得金額)」は、税務署で発行しています。
　　※3　令和6年度以降の住民税の証明書は、住民税とあわせて森林環境税が記載されたものになりま

す。
　　※4　軽自動車税の納付書の納税証明書（継続検査用）欄に、滞納「無」と表示があれば、納税後その

まま継続検査（車検）用の納税証明書になります。
　　　　　また、継続検査（車検）用以外はすべて譲渡用の納税証明書（手数料300円）を発行します。

（2）　新年度の税証明書は、いつから発行？
　①　住民税の場合
　　納付の方法によって異なります。
　　　ア　お勤め先で給与から天引きされている方（給与特別徴収） …5月中旬から※
　　　イ　自営業など個人で直接納める方（普通徴収）　　　　　　 …6月中旬から
　　　ウ　公的年金から天引きされている方（年金特別徴収）　　　 …6月中旬から
　　　エ　非課税の方　　　　　　　　　　　　 …6月中旬から
　　※アの方で給与特別徴収以外の徴収分がある場合はイ、ウ同様6月中旬となります。

　②　軽自動車税の場合 …5月上旬から
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1　区役所で発行する税証明書

税の種類 証明書の種類 備　考

住民税

軽自動車税

・課税証明書
・納税証明書

・納税証明書
(継続検査用・譲渡用)

滞納がある方には発行できま
せん。
滞納分を納付した方、現年課
税がない方、納税後の納付書
を紛失した方等に発行します。

課税証明書は所得証明書も兼ね
ています。

（一部の非課税証明書を除く）



2　税証明書が必要になったら
（1）　申請（交付）窓口は
　　①　平日（午前8時半～午後5時）……区役所2階戸籍住民課証明係、及び地域事務所
　　②　夜間（毎週火曜日午後8時まで）…区役所2階戸籍住民課証明係
　　　　※祝日及び12/29～1/3を除く
　　③　休日（毎週日曜日午前9時～午後4時）…区役所2階戸籍住民課証明係
　　　　※12/29～1/3を除く（左記のほか臨時閉庁する場合があります。）

（2）　お持ちいただくもの

委　任　状　～書き方の例～
便せんなどにお書き下さい (申請人の欄は自署または押印が必要です)。

ー 41 ー

本人の場合
①本人であることが確認できるもの
　（運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど、官公庁が発行したもの）

代理の方の場合
①委任状（区内に住所があり同一世帯を確認できる場合は不要。車検用は車検証（写し）でも可。）
②代理人自身であることが確認できるもの
　（運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど、官公庁が発行したもの）

委　　任　　状
○○年○○月○○日

中　野　区　長　　殿

《申請人》　中野区中野4－11－19
　　　　　　中　野　Ａ　男

（スタンプ印は不可）

　私は、下記の者に、○○年度の住民税課税(納税)証明書○通の交付申請と
受領の権限を委任します。

《代理人》　中野区中野4－11－19
中　野　Ｂ　子

印



Ｑ：金融機関から融資を受けるため、所
得証明書が必要です。区役所でとれ
ますか？

Ａ：住民税の課税証明書をご申請ください。
所得額が記載されていますので、所得を
証明することができます。区役所または
地域事務所で発行しています。

◆所得証明書は区役所でとれ　
ますか？

Ｑ：税証明書が必要になったのですが、
「申告をしていないので発行できな
い」と言われました。どうしたらいい
ですか？

Ａ：税証明書は、住民税の課税（非課税）決定
がされていないと交付できません。住民
税の申告をしてください。ご希望があれ
ば、住民税申告書をご自宅へ送付します。

　なお、税証明書の発行は、税額計算など
の事務処理上、日数を要することがあり
ます。

◆申告していない場合の税証　
明書は？

Ｑ：今年の2月4日に中野区に引っ越し
てきました。税証明書はとれますか？

Ａ：住民税は、毎年1月1日現在、お住まいの
市区町村で課税されます。したがって1月
2日以降に中野区に転入した方について
は、その年は中野区で課税されないた
め、税証明書を発行できません。その年
の1月1日に住んでいた市区町村におた
ずねください。　　

◆引っ越した場合、税証明書は
　どこの区役所でとれますか？

Ｑ：税金を納めてすぐに納税証明書を
とりたいのですが、どうしたらいいで
すか？

Ａ：住民税を銀行などで納めると、区が納入
を確認できるまでに２週間ほどかかりま
す。すぐに納税証明書が必要な場合は、
領収証書（原本）を区役所または地域事務
所にお持ちください。

　※夜間・休日開庁時は対応できません。

◆納税してすぐに証明書はと　
れますか？　

Ｑ：知人に頼まれて税証明書をとりに
来ましたが、断られてしまいました。
私は善意でやっているのになぜです
か？

Ａ：個人情報保護のため、交付申請ができる
のは原則として本人です。

　本人以外の方が代理で交付申請をする
場合は、委任状が必要です。ただし、区内
に住所があり同一世帯を確認できる場合
は委任状は不要です。

◆税証明書は代理でとれますか？
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〈よくあるご質問〉



（3）　窓口に行けないときは
　①　郵送による申請
　　必要な書類や手数料を中野区役所（戸籍住民課証明係）へ郵送してください。申請書などを

ポストに投函いただいてから証明書がお手元に届くまでに、10日から2週間程度かかります。
　なお、郵送での税証明書の申請は、ご本人からに限ります。委任状があってもご本人以外
の方からの申請は受け付けません。また、税証明書は、ご本人の住民登録のある現住所以外
には郵送できませんので、ご注意ください。

ア　申請書の書き方
　中野区ホームページ内「税証明書の郵送申込み」のページから申請書をダウンロードして必要
事項をご記入いただくか、便せん等に表題として「税証明交付申請書」と記載し、以下の事項を
もれなくお書きください。
　　（ア）　中野区での住所（証明の必要な年度の1月1日の住所）
　　（イ）　現在の住所（中野区から転出した後の住所。住所が複数ある場合は全部記入してく

ださい）
　　（ウ）　氏名（旧姓がある方は現姓と旧姓の両方を記入してください）
　　（エ）　生年月日
　　（オ）　昼間連絡がとれる電話番号
　　（カ）　税証明書の種類（課税証明書または納税証明書）・必要な証明書の年度・通数・使用目

的
　　（キ）　標識番号（軽自動車税の納税証明書の場合のみ）

イ　手数料
　１通につき300円です。定額小為替を郵便局でお買い求めのうえ、無記名のまま同封してくだ

さい（軽自動車税継続検査用は無料）。

ウ　返信用封筒
　住民登録のある現在のご自宅の郵便番号・住所・氏名を記入し切手を貼った封筒を同封してく
ださい。

エ　現住所・氏名・生年月日を確認できる本人確認書類の写し（コピー）
　マイナンバーカード（表面のみ）、運転免許証、年金手帳等の写しを同封してください。
　※転居等による住所変更で裏面に住所が記載されている場合は裏面の写しも必要です。

オ　送り先
　〒１６４－８５０１　中野区中野４－１１－１９ 中野区役所　戸籍住民課　証明係
　　　　　　　　（☎03（3228）5506　戸籍住民課コールセンター）
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　②　電話予約
　　平日の区役所の窓口が開いている時間（午前8時半～午後5時）に来られない方は、本人ま

たは中野区在住の同一世帯の方が電話で予約すると、税証明書の交付を受けることができま
す。予約した日に取りに来られなかった場合はキャンセルとなります。

ア　予約方法
　月～金曜日（平日）の午後4時までに、以下の担当に電話で予約をしてください。
　　・ 住民税の課税・納税証明書・・・戸籍住民課証明係　　　☎03（3228）5506
　　・ 軽自動車税の納税証明書・・・・税務課諸税係　　　　　☎03（3228）8908

イ　受取場所・時間
　区役所北側「夜間・休日受付窓口」
　（ア）　月・水・木・金曜日（祝日・年末年始を除く） 午後6時から午後11時まで
　（イ）　火曜日（祝日・年末年始を除く） 午後8時から午後11時まで
　（ウ）　土曜日・祝日・年末年始 午前9時から午後11時まで
　（エ）　開庁する日曜日 午後4時から午後11時まで
　（オ）　閉庁する日曜日 午前9時から午後11時まで
　お受け取りは、予約者本人のみとなります。

ウ　お持ちいただくもの
　（ア）　手数料（1通につき300円・軽自動車税継続検査用は無料）
　（イ）　受け取りにこられる方が本人であることを確認できるもの（運転免許証・パスポート・マ

イナンバーカードなど、官公庁が発行したもの）

　③　電子申請
　マイナンバーカードとスマートフォンをお持ちの方は、電子申請を利用して税証明書の申
請ができます。（マイナサインアプリのインストールが必要です。）

〈申請から証明書受け取りまでの流れ〉
1. 申請者から「LOGOフォーム」のサイトをとおして申請
2. 区から申請の収受・申請内容の確認・手数料請求についてメールで連絡
3. 申請者から、クレジットカード・PayPayによる支払い
4. 区から、証明書を申請者の住民登録地あて発送
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　④　コンビニ交付サービス
　　区内在住の方は、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアなどのキオスク端末
（マルチコピー機）をご自分で操作し、税証明書を取得することができます。手数料は１通につ
き200円です。

　ア 利用可能時間
　　午前6時半～午後11時（年末年始、保守点検日を除く）
　　　
　※１　必要な年度の１月１日に中野区に住民登録がない方は発行できません。
　※２　コンビニで納付しても、その納付額が反映された証明書はすぐには発行できません。
　※３　税法上扶養されている方は、所得金額や税額の記載のない「＊（アスタリスク）」の表記さ

れた非課税証明書が発行される場合があります（所得金額の記載がないため、所得証
明書としてはお使いになれません）。

　　　　勤務先での扶養調査等のため所得金額の記載のある証明書が必要な方は、所得がな
い場合でも、住民税の申告をしてください。

　※４　コンビニ交付サービスで取得された証明書の交換や返金はできません。
　※５　転出者や転出予定者（転出届を出された方）は、コンビニ交付サービスによる証明書の

取得ができなくなりますので、ご注意ください。
　※６　軽自動車税の納税証明書はコンビニでは取得できません。
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　税金は私たちの身の回りの至る所で使われています。例えば、学校の教科書です。以前、新学期

に教科書が配られた時に裏表紙を見た所、「この教科書は税金によって無償で支給されています」

と書かれていて、私は「このような所にも税金が使われているのか」と驚いたことを覚えています。

他にも道路や橋の建設、上下水道の整備などに使われる税金は、私たちの暮らしを助ける大切な

ものです。

　しかし、平成28年度に行われた東京都主税局による各国の納税についての意識調査では、日

本は他国と比べても納税に対して「義務感」や「負担感」を強く感じていることが分かりました。な

ぜ日本では、「大切」であるはずの税金が「負担」であると認識されているのでしょうか。それを考え

るために、同じく意識調査の対象であったスウェーデンについて調べてみました。

　スウェーデンは他国と比べても租税負担率が高いにも関わらず、自国の税制に対しての満足度

が高いです。その理由はスウェーデンの手厚い社会保障にあります。例えば、20歳未満と85歳以

上の医療費や幼稚園から大学までの学費が全て無料であることなどです。そのため、国民は税金

の恩恵をしっかり感じることができます。

　また、スウェーデンでは政治参加意識が高く、投票率はいつも80パーセントを超えるそうです。

国民の意見がよく反映されているため、税金の使い道も国民に寄り添った形になり、不満が少な

いのだと思います。

　私はこれらを踏まえて、日本で税金が負担であると捉えられている理由は2つあると考えました。

　1つ目は、「人々が税金の使い道についてよく知らないから」です。人々は税金を払った後にそれ

が何に使われているのかをあまり知りません。だからこそ、税金による恩恵を感じにくいのでしょ

う。

　2つ目は、「人々の政治への関心の薄さ」です。日本は世界で見ても投票率が低い国で、政治へ

の関心が薄くなっています。国民の意見が反映されていない状態では税の使い方に不満が出るの

は当たり前です。

　税金は私たちの生活を支えています。その使い道を考えていくのは他でもない私たち自身なの

です。だから、私たちは税金について正しい知識を持つことが大切です。一人一人が意見をしっか

り示し、当事者意識を持って行動することができたのなら、税金は「負担」ではなく、私たちの生活

を豊かにする「宝」だと思えるでしょう。
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令和6年度　中学生の税についての作文

中野区長賞
【税は私たちの宝】

中野区立明和中学校３年　織田　桃香
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索引（用語から掲載ページを調べる）
用　　語

あ 一時所得

医療費控除

インターネットバンキング

Web口座振替受付サービス

（AIRPOST）

エルタックス

延滞金

寡婦控除

環境性能割

基礎控除

寄附金税額控除

キャッシュレス決済

給与所得

給与特別徴収

均等割

勤労学生控除

グリーン化特例

クレジットカード

軽自動車税

口座振替

雑所得

雑損控除

山林所得

事業所得

地震保険料控除

社会保険料控除

種別割

住宅ローン控除

障害者控除

小規模企業共済等掛金控除

譲渡所得

所得金額調整控除

いちじしょとく

いりょうひこうじょ

いんたーねっとばんきんぐ

うぇぶこうざふりかえうけつけさーびす

（えあぽすと）

えるたっくす

えんたいきん

かふこうじょ

かんきょうせいのうわり

きそこうじょ

きふきんぜいがくこうじょ

きゃっしゅれすけっさい

きゅうよしょとく

きゅうよとくべつちょうしゅう

きんとうわり

きんろうがくせいこうじょ

ぐりーんかとくれい

くれじっとかーど

けいじどうしゃぜい

こうざふりかえ

ざつしょとく

ざっそんこうじょ

さんりんしょとく

じぎょうしょとく

じしんほけんりょうこうじょ

しゃかいほけんりょうこうじょ

しゅべつわり

じゅうたくろーんこうじょ

しょうがいしゃこうじょ

しょうきぼきぎょうきょうさいとう

かけきんこうじょ

じょうとしょとく

しょとくきんがくちょうせいこうじょ

13

16、18

27、28、33

28、29

29

30

17

32

17

20、21

27、28

13

5、26

7

17

33

27、28、33

32

27、28、29

13

17

13

13

16

16

32

19

17

16

13

14、15

か

さ

よ　　　み 掲載ページ
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用　　語

所得割

申告

人的調整控除額

森林環境税

スイッチＯＴＣ医薬品

税証明書

生命保険料控除

セルフメディケーション税制

退職所得

退職所得控除額

滞納処分

地方税共通納税システム

督促状

特別区たばこ税

特別徴収

ナンバープレート

年金特別徴収

配偶者控除

配偶者特別控除

配当所得

ひとり親控除

標識交付証明書

標準税率

普通徴収

不動産所得

扶養控除

ふるさと納税

ペイジーマーク

マイナンバーカード

モバイルレジ

利子所得

ワンストップ特例

しょとくわり

しんこく

じんてきちょうせいこうじょがく

しんりんかんきょうぜい

すいっちおーてぃーしーいやくひん

ぜいしょうめいしょ

せいめいほけんりょうこうじょ

せるふめでぃけーしょんぜいせい

たいしょくしょとく

たいしょくしょとくこうじょがく

たいのうしょぶん

ちほうぜいきょうつうのうぜいしすてむ

とくそくじょう

とくべつくたばこぜい

とくべつちょうしゅう

なんばーぷれーと

ねんきんとくべつちょうしゅう

はいぐうしゃこうじょ

はいぐうしゃとくべつこうじょ

はいとうしょとく

ひとりおやこうじょ

ひょうしきこうふしょうめいしょ

ひょうじゅんぜいりつ

ふつうちょうしゅう

ふどうさんしょとく

ふようこうじょ

ふるさとのうぜい

ぺいじーまーく

まいなんばーかーど

もばいるれじ

りししょとく

わんすとっぷとくれい

7

9、10

11

7、25

16、18

41

16

16、18

13、23

23

30

29

30、39

38

5、6、29

35

6、26

17

17

13

17

35

12

4、26、27

13

17

21

28、33

35、41、43、44、

45

28、33

13

21

さ

た

な
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よ　　　み 掲載ページ
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	24住民税がかからない
	25住民税具体的な計算方法
	26住民税の納付01
	27住民税の納付02
	28住民税の納付03
	29住民税の納付05
	30住民税の納付06
	31住民税の納付07
	32軽自動車等をお持ちの方は01
	33軽自動車等をお持ちの方は02
	34軽自動車等をお持ちの方は03
	35軽自動車等をお持ちの方は04
	36軽自動車等をお持ちの方は05
	37軽自動車等をお持ちの方は06
	38特別区たばこ税01
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